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川崎市行財政改革第３期プログラムについて
（令和４（2022）〜令和７（2025）年度）
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１ 基本理念
●本市を取り巻く現状や課題、中長期的な社会経済状況の変化等を踏まえながら、効率的・効果的な行財政運
営を行うことで、総合計画に掲げる政策・施策を着実に推進していく必要があります。
そのためには、必要な経営資源を着実に確保することで、将来にわたり持続可能な行財政基盤を構築してい

くとともに、より質の高い市民サービスを安定的に提供していく必要があります。
●こうしたことから、次の４つの基本理念に基づき、行財政改革の取組を推進します。

（１）市民ニーズと地域課題の的確な把握（１）市民ニーズと地域課題の的確な把握
●市民ニーズと地域課題を的確に把握し、地域に根差した課題解決を図る

（２）市民サービスの「質的改革」の推進（２）市民サービスの「質的改革」の推進
●限られた経営資源の中で、市民ニーズや新たな課題等に的確に対応するため、市民サー
ビスの再構築等を進め、サービスの質の向上に取り組む

（３）市役所内部の「質的改革」の推進（３）市役所内部の「質的改革」の推進
●庁内の人材育成や意識改革に取り組むことで、市民サービスの担い手である市役所組織
や職員の質の向上に取り組む

（４）効率的・効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のまち」の実現（４）効率的・効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のまち」の実現

●事業の見直し、業務効率化、資産マネジメントの推進、データの収集・利活用等により、
効率的・効果的な行財政運営に取り組む
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２ 計画の目的

（１）計画の目的と位置付け（１）計画の目的と位置付け

①必要な経営資源の確保等を行い、将来にわたり持続可能な行財政基盤を構築
②質の高い市民サービスの安定的な提供することで、市民満足度の向上を図りながら

効率的・効果的かつ安定的な行財政運営ができるよう、行財政改革の取組を推進
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２ 計画の目的
（２）確保すべき経営資源（２）確保すべき経営資源
●本市では、持続可能な行財政基盤を構築し、将来負担の抑制を図りながら、効率的・効
果的かつ安定的な行財政運営を行うことができるよう、ヒト・モノ・カネ・情報・時間
を必要な経営資源として位置付け、着実に確保することを目的の一つとして、行財政改革
に取り組みます。

ヒ ト
●組織の質の向上につながる職員
●協働・連携の担い手となる市民・企業・団体等の多様な主体 など

モ ノ
●提供する質の高い市民サービス
●真に必要な市民サービスを提供できる施設・用地等の資産
●財源を生み出すことができる施設・用地等の資産 など

カ ネ
●経費縮減により生み出す財源
●歳入確保の取組により生み出す財源 など

情 報
●的確に把握する市民ニーズ
●市の政策・施策に活用するために確保すべき情報
●市民や他自治体、民間企業等に提供すべき情報 など

時 間 ●事業の見直しや業務効率化で生み出す時間 など
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３ 改革の取組（１）
●基本理念に基づき、次の４つの「取組の柱」に基づく19の「改革項目」を設定し、その
中に215の改革課題を設定し、具体的な改革の取組を推進していきます

取組１ 社会経済状況の変化を踏まえた市民サービスの再構築取組１ 社会経済状況の変化を踏まえた市民サービスの再構築
●限られた財源や人的資源などの経営資源を最大限に活用し、市民ニーズに的確に対応するため、中長
期的な社会経済状況の変化等を踏まえながら、将来を見据えた市民サービスの再構築や市民サービスの
デジタル化の推進、市民サービスの向上に向けた民間活用の推進に取り組み、一層、財源や人的資源、
時間などの経営資源の確保等を図ります。

改革項目
【課題数45】

（１）将来を見据えた市民サービスの再構築【25】
（２）市民サービスのデジタル化の推進【6】
（３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進【14】

取組２ 市役所の経営資源の最適化取組２ 市役所の経営資源の最適化
●働き方・仕事の進め方改革や市役所内部のデジタル化、組織の最適化、財源確保策の強化、戦略的な
資産マネジメント、特別会計の健全化、公営企業の経営改善、出資法人の経営改善及び連携・活用に取
り組み、経営資源の確保等を図ります。

改革項目
【課題数83】

（１）働き方・仕事の進め方改革の推進【５】
（２）市役所内部のデジタル化の推進【４】
（３）組織の最適化【31】
（４）財源確保策の強化【10】
（５）戦略的な資産マネジメント【16】
（６）特別会計の健全化【３】
（７）公営企業の経営改善【13】
（８）出資法人の経営改善及び連携・活用【１】

06



３ 改革の取組（２）

取組３ 多様な主体との協働・連携の更なる推進取組３ 多様な主体との協働・連携の更なる推進
●多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進、区役所機能の強化、地域防災力の向上に向けた
連携、積極的な情報共有に取り組み、経営資源の確保等を図ります。

改革項目
【課題数58】

（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進【29】
（２）区役所機能の強化【９】
（３）地域防災力の向上に向けた連携【９】
（４）積極的な情報共有の推進【11】

取組４ 庁内の人材育成と意識改革取組４ 庁内の人材育成と意識改革
●組織力の向上に向けた計画的な人材の育成等や行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成、職員の
改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上、職員の能力が十分に発揮できる環境づくりに取り組
み、組織や職員の更なる質の向上につなげていきます。

改革項目
【課題数29】

（１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等【５】
（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成【16】
（３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上【５】
（４）職員の能力が十分に発揮できる環境づくり【３】
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４ 取組評価
取組評価の手法取組評価の手法

●各取組について、活動指標・成果指標を活用したＰＤＣＡサイクルにより、毎年度立てる活動目標に対する達成度とともに、
総合計画を着実に推進するため、必要な経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報・時間の確保や市民満足度の向上、事務事業
への貢献度等の観点で評価を行います。
なお、天災の発生や感染症のまん延、その他の状況変化等の影響により、必要やむを得ず、取組の見直し等を行う場合につ

いては、毎年度の評価の中で、その内容を示していきます。（個別取組評価シートの内容は別紙）

計画
Plan
計画
Plan

● 活動目標
（計画策定時の課題認識や４年間の
取組の方向性に基づき設定）

● 活動指標（定量的な活動実績）
● 活動実績
 活動目標に対する達成度実施結果

Do
実施結果

Do １．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況の変化により目標を達成できなかった

評価
Check
評価

Check

● 成果指標（定量的な取組効果）
● 取組の総体的効果

（成果指標等を踏まえた経営資源の確保等の視点による効果）
 事務事業等への貢献度
Ａ．大きく貢献した
Ｂ．貢献した
Ｃ．貢献したが課題もあった
Ｄ．課題があった
Ｘ．測定できない
Ｙ１．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

改善
Action
改善

Action

● 今後の取組の方向性

Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

翌年度
（次期計画期間）

の目標や取組へ

P

D

C

A

行財政改革推進委員会
による評価の実施

※中間評価・総括評価
（2年に1度）
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令和４（2022）・５（2023）年度の取組結果
（内部評価の状況）
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活動目標に対する達成度の状況（「実施結果（Do）の結果」）
※区分の内容

１．目標を上回った ２．ほぼ目標どおり ３．目標を下回った

４．状況の変化により目標を達成できなかった

令和６年６月末現在の行政内部での評価状況に基づく資料であるため、

令和６年８月公表予定の中間評価結果と異なる場合があります。

Ｒ４年度評価 Ｒ４・５年度評価（内部評価の状況）

区分（※）

取組

１ 社会経済状況の変化を踏まえた 2 件 40 件 2 件 1 件 45 件 1 件 40 件 4 件 0 件 45 件
  市民サービスの再構築 (4.44%) (88.90%) (4.44%) (2.22%) (100%) (2.22%) (88.90%) (8.88%) (0.00%) (100%)

２ 市役所の経営資源の最適化 2 件 77 件 4 件 0 件 83 件 2 件 79 件 2 件 0 件 83 件
(2.41%) (92.77%) (4.82%) (0%) (100%) (2.41%) (95.18%) (2.41%) (0%) (100%)

３ 多様な主体との協働・連携の 0 件 54 件 4 件 0 件 58 件 0 件 51 件 7 件 0 件 58 件
  更なる推進 (0%) (93.10%) (6.90%) (0%) (100%) (0%) (87.93%) (12.07%) (0%) (100%)

４ 庁内の人材育成と意識改革 0 件 26 件 3 件 0 件 29 件 0 件 26 件 3 件 0 件 29 件
(0%) (89.66%) (10.34%) (0%) (100%) (0%) (89.66%) (10.34%) (0%) (100%)

4 件 197 件 13 件 1 件 215 件 3 件 196 件 16 件 0 件 215 件
(1.86%) (91.63%) (6.04%) (0.47%) (100%) (1.40%) (91.16%) (7.44%) (0.00%) (100%)

計1 2 3 4計

全体

1 2 3 4
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事務事業等への貢献度の状況（「評価（Check）」の結果）
※区分の内容
Ａ．大きく貢献した Ｂ．貢献した Ｃ．貢献したが課題もあった Ｄ．課題があった
Ｘ．測定できない Ｙ１．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

Ｒ４年度評価 Ｒ４・５年度評価（内部評価の状況）

区分（※）

取組

１ 社会経済状況の変化を踏まえた 0 件 20 件 12 件 0 件 0 件 13 件 0 件 45 件 0 件 20 件 16 件 0 件 0 件 9 件 0 件 45 件
  市民サービスの再構築 (0%) (44.44%) (26.67%) (0%) (0%) (28.89%) (0%) (100%) (0%) (44.44%) (35.56%) (0%) (0%) (20.00%) (0%) (100%)

２ 市役所の経営資源の最適化 1 件 27 件 19 件 0 件 0 件 33 件 3 件 83 件 1 件 33 件 20 件 0 件 0 件 28 件 1 件 83 件
(1.20%) (32.53%) (22.89%) (0%) (0%) (39.77%) (3.61%) (100%) (1.20%) (39.76%) (24.10%) (0%) (0%) (33.74%) (1.20%) (100%)

３ 多様な主体との協働・連携の 0 件 29 件 27 件 0 件 0 件 2 件 0 件 58 件 0 件 26 件 31 件 0 件 0 件 0 件 1 件 58 件
  更なる推進 (0%) (50.00%) (46.55%) (0%) (0%) (3.45%) (0%) (100%) (0%) (44.83%) (53.45%) (0%) (0%) (0.00%) (1.72%) (100%)

４ 庁内の人材育成と意識改革 0 件 11 件 18 件 0 件 0 件 0 件 0 件 29 件 0 件 11 件 18 件 0 件 0 件 0 件 0 件 29 件
(0%) (37.93%) (62.07%) (0%) (0%) (0%) (0%) (100%) (0%) (37.93%) (62.07%) (0%) (0%) (0%) (0%) (100%)

1 件 87 件 76 件 0 件 0 件 48 件 3 件 215 件 1 件 90 件 85 件 0 件 0 件 37 件 2 件 215 件
(0.47%) (40.47%) (35.34%) (0%) (0%) (22.32%) (1.40%) (100%) (0.47%) (41.86%) (39.53%) (0%) (0%) (17.21%) (0.93%) (100%)

Ｙ１ Ｙ２ 計Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ＸＹ２ 計

全体

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｘ Ｙ１

令和６年６月末現在の行政内部での評価状況に基づく資料であるため、

令和６年８月公表予定の中間評価結果と異なる場合があります。
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今後の取組の方向性の状況（「改善（Action）」の結果）
※区分の内容
Ⅰ．到達目標を達成 Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の改善を行い、取組を継続 Ⅳ．状況の変化により取組を中止

Ｒ４年度評価 Ｒ４・５年度評価（内部評価の状況）

区分（※）

取組

１ 社会経済状況の変化を踏まえた 0 件 32 件 13 件 0 件 45 件 0 件 29 件 16 件 0 件 45 件
  市民サービスの再構築 (0%) (71.11%) (28.89%) (0%) (100%) (0%) (64.44%) (35.56%) (0%) (100%)

２ 市役所の経営資源の最適化 1 件 58 件 24 件 0 件 83 件 1 件 61 件 21 件 0 件 83 件
(1.20%) (69.88%) (28.92%) (0%) (100%) (1.20%) (73.50%) (25.30%) (0%) (100%)

３ 多様な主体との協働・連携の 0 件 31 件 27 件 0 件 58 件 0 件 26 件 32 件 0 件 58 件
  更なる推進 (0%) (53.45%) (46.55%) (0%) (100%) (0%) (44.83%) (55.17%) (0%) (100%)

４ 庁内の人材育成と意識改革 0 件 11 件 18 件 0 件 29 件 0 件 11 件 18 件 0 件 29 件
(0%) (37.93%) (62.07%) (0%) (100%) (0%) (37.93%) (62.07%) (0%) (100%)

1 件 132 件 82 件 0 件 215 件 1 件 127 件 87 件 0 件 215 件
(0.47%) (61.40%) (38.13%) (0%) (100%) (0.47%) (59.07%) (40.46%) (0%) (100%)

計計

全体

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

令和６年６月末現在の行政内部での評価状況に基づく資料であるため、

令和６年８月公表予定の中間評価結果と異なる場合があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用し、国等への提案を実施
・九都県市首脳会議、指定都市長会等を通じ、国等への要請活動を実施
・地方分権一括法等による制度改正への対応に向けた検討・調整を実施
・事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施
・特別市の制度化に向け、国等への要請を行うとともに、指定都市市長会との連携による経済団体等を対象とした取組や、移行に
向けた調査・研究を実施
【R04（2022）】
・特別市の説明動画などの広報媒体の作成
・出前説明会の実施
・市内イベントへの出展等による広報の実施
【R05（2023）】
・市内での指定都市市長会シンポジウムの開催
【R05（2023）〜R07（2025）】
・出前説明会の開催など、戦略的な広報の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・提案募集方式等を活用した権限移譲や規制緩和、県との協議に基づく権限移譲など地方分権に向けた取組を推進することによる
更なる市民サービスの向上及び事務の効率化
・特別市（特別自治市）の創設に向けた必要な調整や普及啓発等による市民意識の醸成や認知度の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度に改訂した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」の内容に基づき、地方分権改革の取組を推進す
ることで、団体自治の充実に向けた取組を進めるとともに、地域課題への対応、市民サービスの向上を図ります。
・特別市（特別自治市）制度の創設に向け、指定都市市長会と連携した取組を進めていくとともに、特別市（特別自治市）制
度に関する調査・研究を行います。また、市民に対し制度への理解促進や機運醸成の取組として、広報活動を実施していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025） 】
・権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用し、国等への提案を実施
・九都県市首脳会議、指定都市市長会等を通じた、国等への要請活動を実施
・地方分権一括法等による制度改正への対応に向けた検討・調整を実施
・事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施
・特別市（特別自治市）の制度化に向け、国等への要請を行うとともに、指定都市市長会との連携による経済団体等を対象とした
取組や、移行に向けた調査・研究を実施
・出前説明会の開催など、戦略的な広報の実施

50101060 地方分権改革推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 １・地方分権改革の更なる推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・平成29（2017）年３月に策定した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」に基づき、国や県からの権限移譲の推進や国
等への要請活動などの取組を行っています。この間、国の提案募集方式を活用し、権限移譲の推進や義務付け・枠付けの見直しを
図るとともに、指定都市都道府県調整会議を開催し、県と協議を行い、権限移譲に向けた取組を開始したところです。
・しかしながら、現行の政令指定都市制度では、権限が限定的であること、また、窓口が分かれていることなどに伴い、一体的な行政
運営が行えず、迅速かつ的確な市民サービスの提供等に課題が生じていること、また、事務処理に時間がかかる等非効率な事務が
存在していることなど、多くの課題があることから、今後も、国、県からの権限移譲を推進しながら、特別市（特別自治市）制度の創
設に向けて、更なる取組を推進していく必要があります。

行財政改革第３期プログラム 各局（室・本部）・区の取組評価シートの見方

⑦ ４ 年 間 の
計画期間にお
ける年度ごと
の具体的な取
組 計 画 （ 活
動目標）を記
載

⑧大きな状況
変化（大規模
な天災、感染
症のまん延、
取組に関連す
る計画等の変
更 等 を い う 。
以下同じ。）
などにより、取
組や指標など
に 変 更 等 が
あった場合に、
その内容を記
載

①

②

③

⑥
⑤

④

⑧

⑦

①改革課題
に関連する
事務事業名
を記載

② 〜 ⑥ 行
財 政 改 革
第３期プロ
グラムに記
載している
「 現 状 」 、
「取組の方
向性」、「具
体 的 な 取
組内容」、
「確保を想
定する経営
資源」、「到
達目標」を
記載

⑨行財政改革第３期
プログラムに記載して
いる活動指標により定
量的な活動実績を記
載

⑩ ⑨以外に、定量的
に活動実績を示すこ
とができる項目があれ
ば、その他の活動指
標として、計画期間
中に追加し、当該指
標により、定量的な活
動実績を記載

⑪定量的な活動実
績及び定性的な活
動実績を記載

⑬活動実績に影響
を及ぼした大きな状
況変化等の内容を
記載

⑫活動指標の達成
状況及び活動実績
を踏まえ、実施結果
に関する評価を「活
動目標に対する達成
度」に記載

⑭行財政改革第３
期プログラムに記載
している成果指標に
より定量的な効果
を記載

⑮ ⑭以外に、定量的に
成果を示すことができる
項目があれば、その他
の成果指標として、計
画期間中に追加し、当
該指標により、定量的
な効果を記載

⑯ヒト・モノ・カネ・情
報・時間のうち、何
の効果を測る成果
指標であるかを記載

⑨

⑩

⑪

⑫

⑭

⑮

⑯

⑬
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行財政改革第３期プログラム 各局（室・本部）・区の取組評価シートの見方

　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・事業を取り巻く社会環境の変化に的確に対応しながら、地方分権改革に係る取組
及び特別市制度の実現に向けた取組を、次のとおり進めていきます。
①権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用した国
等への提案、各会議等を通じた、国等への要請活動を実施します。
②事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施します。
③特別市の実現に向けて、指定都市市長会等と連携した取組を実施します。
④市民に対する特別市制度への理解促進や機運醸成の取組として、広報活動を実
施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・地方分権改革に関する「提案募集方式」への対応や県市間の権限
移譲に関する県との協議などにより、「制度改善の国からの通知発出」
や「事務権限の指定都市への移譲に向けた進展」等の成果が得られ、
市民サービスの向上や事務の効率化に貢献することが見込まれるため。
・出前説明会の開催など特別市制度に関する広報を実施したことによ
り、市民理解の向上や機運醸成を図ることができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・出前説明会の開催やイベント出展等の戦略的な広報を実施することにより、特別市制度の概要や本市がめざす特別市について、
出前説明会に令和４（2022）年度は1,367人、令和５（2023）年度は1,512人の方に参加いただくとともに、参加者アン
ケートにおいては特別市制度への理解度が令和４（2022）年度は70.0％、令和５（2023）年度は76.5％と目標を達成する
など、市民理解の向上や機運醸成を図ることができました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・県市間の権限移譲について、県との協議を行い、コンビナート地域に関する高圧ガス製造許可等の事務・権限の本市への移譲予
定時期を令和７（2025）年４月と定めるとともに、その後も協議を継続することで、これまでの本市の危険物の許可権限に加え、コ
ンビナート地域における高圧ガス保安法の権限を併せて担うことによる、保安体制の充実や災害発生時の迅速かつ円滑な対応の実
現に向けて前進することができました。
（R04（2022））
・地方分権改革に関する「提案募集方式」について、「空家等対策特別措置法における電気・ガス等の供給事業者の保有する契約
情報の提供」に係る本市提案を受けて、当該契約情報は市町村長等が提供を求めることができる情報である旨が供給事業者及び
市町村等に国から通知されるなど、制度改善等が図られることとなりました。
（R05（2023））
・地方分権改革に関する「提案募集方式」について、「住宅宿泊事業法の施行状況の検討を踏まえた適切な情報提供及び法解釈
の明確化」に係る本市提案を受けて、「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）」について、事務の円滑な実施に資するよう令和
６年中に改正する方針が国から示されるなど、制度改善等が図られることとなりました。

⑰ヒト・モノ・カネ・情報・時間のうち、
何の効果があったのかを記載

○︓一定の効果・向上があった場合
△︓現状とほぼ変わらない場合
×︓現状よりも悪化した、あるいは、課
題があった場合
－︓効果を当初から想定していない、
又は、検討・準備段階等のため、未だ
効果が発現していない場合

⑱ヒト・モノ・カネ・情報・時間ごとに、成
果指標や、その他の定性的な効果も
含め、どのような効果があったのかを記
載

⑲取組の総体的効果を踏まえ、取組
の効果に対する評価を「事務事業等へ
の貢献度」に記載

⑳大きな状況変化等が、評価内容に
どのように影響したのか、その内容等を
記載

㉑計画（Plan）、実施結果（Do）、
評価（Check）を踏まえ、今後の取組
の方向性を記載

㉒大きな状況変化などにより、翌年度
以降の取組や指標などに変更等が生
じた場合に、その内容や理由を記載

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒
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